














〔No.28〕 ｢道路運送車両法｣に照らし,自動車の種別に該当しないものは次のうちどれか｡

(1) 小型特殊自動車

(2) 普通自動車

(3) 大型特殊自動車

(4) 大型自動車

〔No.29〕 ｢道路運送車両の保安基準｣及び｢道路運送車両の保安基準の細目を定める告示｣に照らし,

小型二輪自動車の制動灯の基準に関する記述として,不適切なものは次のうちどれか｡

(1) 制動灯は,昼間にその後方 100mの距離から点灯を確認できるものであり,かつ,その照射光

線は,他の交通を妨げないものであること｡

(2) 尾灯と兼用の制動灯は,同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の3倍以上

となる構造であること｡

(3) 制動灯の灯光の色は,赤色であること｡

(4) 制動灯は,灯器が損傷し,又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと｡

〔No.30〕 ｢道路運送車両の保安基準｣及び｢道路運送車両の保安基準の細目を定める告示｣に照らし,

最高速度が 100km/hの二輪自動車の走行用前照灯の数に関する記述として,適切なものは

次のうちどれか｡

(1) 1個であること｡

(2) 2個であること｡

(3) 1個又は2個であること｡

(4) 2個又は4個であること｡
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